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主要な事業内容、主要な事業所及び工場、使用人の状況

１．企業集団の現況

(1) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

①　筆記具及び筆記具周辺商品事業部門

　筆記具及び筆記具事業で培った技術を転用した化粧品等の筆記具周辺商品の製造及び販売を行ってお

ります。

②　その他の事業部門

　粘着テープ、手工芸品の製造及び販売を行っております。

(2) 主要な事業所及び工場（2025年12月31日現在）

①　当社の主要な事業所及び工場

本社　　　　　東京都品川区

横浜事業所　　神奈川県横浜市

群馬工場　　　群馬県藤岡市

山形工場　　　山形県西置賜郡飯豊町

②　主要な子会社の事業所

山形三菱鉛筆精工株式会社　　　　　　　　　　山形県東置賜郡川西町

三菱鉛筆東京販売株式会社　　　　　　　　　　東京都品川区

三菱鉛筆関西販売株式会社　　　　　　　　　　大阪府大阪市

ユニ工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　栃木県下都賀郡壬生町

MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO., LTD.   　　　ベトナム　ハノイ

uni-ball Corporation　　　　　　　　　　　  アメリカ　イリノイ州

C. Josef Lamy GmbH　　　　　　　　　　　　　ドイツ　　ハイデルベルク

事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

筆記具及び筆記具周辺商品事業部門 2,794 (345) 名 70名増 （4名減）

そ の 他 の 事 業 部 門 77 (107) 名 1名増 （3名減）

合 計 2,871 (452) 名 71名増 （7名減）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

570（170）名 1名増（11名減） 40.9歳 17.7年

(3) 使用人の状況（2025年12月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に当連結会計年度中に雇用した人員数の平均を

外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に当事業年度中に雇用した人員数の平均を外数

で記載しております。

－ 1 －
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主要な借入先の状況、会社の株式の状況、会社の新株予約権等の状況

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 4,455百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,362

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,691

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,183

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 985

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 732

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 603

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 581

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 290

(4) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

(注)1.当社は運転資金の効率的な調達を行うために、株式会社横浜銀行を主幹事とする取引銀行計５行との

間で、シンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しており､その借入極度額は10,000

百万円です。

2.当社は新社屋建設のために、株式会社横浜銀行を主幹事とする取引金融機関計９社との間で、シンジ

ケート方式によるタームローン契約を締結しております。また、この契約に基づく借入実行残高は

1,137百万円です。

3.当社はC. Josef Lamy GmbH 及びLamy Vermietungs GmbHの持分取得に伴い、株式会社横浜銀行を主幹

事とする取引金融機関計９社との間で、シンジケート方式によるタームローン契約を締結しておりま

す。また、この契約に基づく借入実行残高は8,750百万円です。

(1) 発行可能株式総数 257,145,168株

(2) 発行済株式総数 60,042,592株

(3) 株主数 10,215名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 36,324百株 6.40％

株 式 会 社 横 浜 銀 行 28,316 4.99

三 菱 鉛 筆 取 引 先 持 株 会 24,507 4.32

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 24,077 4.24

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 23,750 4.18

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 23,440 4.13

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 20,412 3.60

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 16,195 2.85

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 15,400 2.71

S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D  T R U S T  C O M P A N Y  5 0 5 1 0 3 14,974 2.64

２．会社の株式の状況（2025年12月31日現在）

（注）2025年８月25日付で実施した自己株式の消却により、発行済株式の総数は前期末と比べて1,000,000

株減少しております。

(4) 大株主（上位10名）

（注）上記のほか、当社は自己株式を33,557百株保有しております。また、上記「持株比率」は、自己株式

を控除して算出しております。

－ 2 －
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主要な借入先の状況、会社の株式の状況、会社の新株予約権等の状況

株式の種類及び数 交付された者の人数

取締役（社外取締役を除く）
当社普通株式
13,100株

５名

(5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

（注）当事業年度中に交付された株式の内容は、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定め

に服する当社普通株式（譲渡制限付株式）であります。

(6) その他会社の株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等の状況

(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(3) その他会社の新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 3 －
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社外役員に関する事項

出 席 状 況
発 言 状 況 及 び

期 待 さ れ る 役 割 に 対 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役 青　山　藤詞郎

取締役会
13回／13回

指名・報酬委員会
５回／５回

機械工学・生産工学を始めとする分野における豊富な

知識や経験に加え、学校法人慶應義塾の常任理事等を

歴任し、幅広い知見を有しております。これらの経験

等から、当社が属する業界にとらわれない視点で、経

営の意思決定の健全性や透明性の向上に資する有益な

助言・提言等を行うことで適切な役割を果たしており

ます。また、指名・報酬委員会の委員として、客観

的・中立的な立場から、当社の役員候補者の選定や役

員報酬等の決定過程における監督機能を担っておりま

す。

社外取締役 斉 藤 麻 子

取締役会
13回／13回

指名・報酬委員会
５回／５回

企業経営やサステナビリティ経営に関する豊富な知見

に加え、マーケティング及びブランディングに関する

幅広い知識と実績を活かし、独立した立場から、コー

ポレート・ガバナンスの強化及びダイバーシティの推

進を始めとするサステナビリティ活動において多面的

な発言を行うことにより適切な役割を果たしておりま

す。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・

中立的な立場から、当社の役員候補者の選定や役員報

酬等の決定過程における監督機能を担っております。

社外取締役 嶋 本 　 正

取締役会
13回／13回

指名・報酬委員会
５回／５回

長年にわたり、株式会社野村総合研究所の経営に携わ

り、企業経営に関する豊富な経験と実績を有している

ことに加え、コーポレート・ガバナンスに関する幅広

い見識を有しております。これらの豊富な経験と知識

を活かし、当社経営陣から独立した立場から発言を行

い、当社における経営の意思決定の健全性や透明性の

向上のために重要な役割を担っております。また、指

名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場

から、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過

程における監督機能を担っております。

４．会社の役員の状況

(1)社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　社外取締役青山藤詞郎氏は、2025年12月31日現在、佐藤製薬株式会社の社外監査役を兼職しておりま

す。なお、当社と当該兼職先との間に特段の関係はありません。

　社外取締役斉藤麻子氏は、2025年12月31日現在、株式会社BLOOMの代表取締役、スパークス・グルー

プ株式会社の社外取締役（監査等委員）及び株式会社ブルーゾーンホールディングスの社外取締役を兼

職しております。なお、当社と各兼職先との間に特段の関係はありません。

　社外取締役嶋本正氏は、2025年12月31日現在、セイコーエプソン株式会社の社外取締役、リーディン

グ・スキル・テスト株式会社の取締役及びPwC Japan有限責任監査法人の監視委員会独立非業務執行役

員（INE）を兼職しております。なお、当社と各兼職先との間に特段の関係はありません。

　社外取締役本坊吉博氏は、2025年12月31日現在、東ソー株式会社の社外取締役を兼職しております。

なお、当社と兼職先との間に特段の関係はありません。

　社外監査役梶川融氏は、2025年12月31日現在、太陽有限責任監査法人の会長、SOMPOホールディング

ス株式会社の社外取締役（監査委員会委員）、キッコーマン株式会社の社外監査役及び株式会社柿安本

店の社外監査役を兼職しております。なお、当社と各兼職先との間に特段の関係はありません。

　社外監査役鈴木嘉明氏は、2025年12月31日現在、横浜振興株式会社の代表取締役社長を兼職しており

ます。なお、当社と当該兼職先との間に特段の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

－ 4 －
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社外役員に関する事項

出 席 状 況
発 言 状 況 及 び

期 待 さ れ る 役 割 に 対 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役 本 坊 吉 博

取締役会
10回／10回

指名・報酬委員会
４回／４回

長年にわたり、三井物産株式会社及び株式会社バルカ

ーの経営に携わってこられ、企業経営に関する豊富な

経験と知見を有しております。これらの経験と知見を

活かし、当社経営陣から独立した立場から、適切な経

営の監督を行うとともに当社における経営の意思決定

の健全性や透明性の向上のために重要な役割を果たし

ております。また、指名・報酬委員会の委員として、

客観的・中立的な立場から、当社の役員候補者の選定

や役員報酬等の決定過程における監督機能を担ってお

ります。

社外監査役 梶 川 　 融

取締役会
13回／13回
監査役会

11回／12回
指名・報酬委員会

５回／５回

公認会計士としての財務及び会計分野における専門的

知識や幅広い経験と、多様な役位を務めるなかで培わ

れた幅広い見識を当社の監査に反映し、適法性を確保

するための積極的な助言・提言を行っております。ま

た、指名・報酬委員会の委員として、当社の役員候補

者の選定や役員報酬等の決定過程において、適法性を

確保するために適切な役割を担っております。

社外監査役 鈴 木 嘉 明

取締役会
10回／10回
監査役会
10回／10回

指名・報酬委員会
４回／４回

金融機関において経営に携わってこられ、企業経営に

関する豊富な知識と経験を有していることに加え、財

務及び会計分野における相当程度の知見を有しており

ます。これらの幅広い見識を活かし、当社経営陣から

独立した立場から、適法性を確保するための積極的な

助言・提言を行っております。また、指名・報酬委員

会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬

等の決定過程において、適法性を確保するために適切

な役割を担っております。

－ 5 －
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 87百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

87百万円

５．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　 有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、また実質的にも区分できないことから、当事業年度に係

る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2.監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など

を確認し検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第１項の同意

をしております。

3.当社の重要な海外子会社の一部は、当社の会計監査人とは別の監査法人の監査を受けております。

4.上記以外に、前事業年度（第150期）の監査に係る追加報酬として、当事業年度中に２百万円支払っ

ております。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である欧州

企業サステナビリティ報告指令（CSRD）対応支援業務を委託し対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号の解任事由に該当すると判断した場合には、監査

役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人が当社の監査業務

に重大な支障をきたし、職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は

不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いたします。

－ 6 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

６．会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　当社は、当社グループの業務の適正を確保するための体制の基本方針として、取締役会において以下のと

おり決議しております。

①　当社グループの業務の適正を確保するための体制

イ．当社は、法令、定款並びに取締役会規則及び執行役員会規程等の社内規程に従って意思決定を行う。

また、取締役会では、代表取締役及びその他の取締役並びに執行役員が業務執行の状況を報告し、取締

役会が、その業務執行の妥当性を監督する。

ロ．取締役会は、取締役会が決定した基本方針に従って、その監督のもとで当社の業務執行を担う者とし

て執行役員を選任する。執行役員は、取締役会又は代表取締役若しくは取締役の求めに応じて、その担

当業務における業務執行状況について、報告又は説明をする。

ハ．代表取締役の諮問機関として、執行役員会を設置する。執行役員会は、原則として、取締役（社外取

締役を除く。）及び執行役員により構成され、常勤監査役も出席する。執行役員会は、経営戦略・経営

計画等の策定及びその他経営の重要事項に関する検討、並びに代表取締役が取締役会から委任を受けた

一定の業務執行の決定に関して、議論・提言を行う。代表取締役は、執行役員会の議論・提言の内容を

取締役会に報告する。

ニ．社外取締役は、取締役会への出席その他の機会により、取締役会における意思決定及び業務執行等に

対する監督を行う。また、取締役会は、取締役会が独自に定める独立性基準を満たす社外取締役を、独

立役員として指定する。これにより、経営監視機能の強化及び意思決定の透明性の確保に努める。

ホ．当社は各子会社を担当する取締役又は執行役員（以下、「子会社担当役員」という。）を選定すると

ともに、原則として、１名以上の取締役又は執行役員が各子会社の取締役を兼務し、１名以上の取締

役、執行役員又は監査役が各子会社の監査役を兼務する。子会社の取締役に選任された取締役又は執行

役員は、当該子会社の取締役として、当該子会社の業務執行状況を監視、監督する。子会社の監査役に

選任された取締役、執行役員又は監査役は、当該子会社の監査役として、当該子会社の業務執行状況を

監査する。これにより、当社グループ全体の業務の適正を確保する。

ヘ．監査役は、取締役の業務執行の監査に加え、子会社担当役員又は子会社の取締役若しくは監査役を通

じて子会社の業務執行に関する情報を収集し、必要に応じて監査役会で情報共有する。これにより当社

グループとして連携の取れた監査を行う。

②　当社グループの取締役、執行役員、監査役及び従業員（以下、「役職員」と総称する。）の職務の執行

が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．取締役会は、当社グループの役職員が法令、定款のみならず社会規範や企業倫理を遵守すること（以

下、「コンプライアンス」という。）を確保するために「コンプライアンス基本規程」を定める。ま

た、具体的な活動指針として「三菱鉛筆グループ企業行動憲章」を制定し、その周知徹底を図る。

ロ．取締役会は、コンプライアンス体制の統括責任者として内部監査を担当する役員を選定する。内部監

査を担当する役員は、コンプライアンス体制の充実に有効な施策の企画立案、実行を担当するととも

に、必要に応じて、取締役会及び監査役会にてコンプライアンス体制の運用状況等に関する報告を行

う。

ハ．取締役会は、ヘルプライン制度運用規程を定め、当社グループ全体を対象とするヘルプライン制度を

整備、運用する。ヘルプライン制度の運用事務局内にヘルプライン窓口を設置するとともに、弁護士に

よる社外窓口を設置し、当社グループの役職員から業務遂行における相談、通報を受け付ける。ヘルプ

ライン制度の運用状況は、定期的に取締役会及び監査役会に報告される。

ニ．監査役は、内部監査を担当する役員と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。また、内部監

査部門は、当社グループのコンプライアンス、財務報告の適正性、資産保全等の観点で内部監査を行

い、内部監査を担当する役員に評価結果を報告するとともに、監査役に対して定期的に内部監査の状況

を報告する。また、内部監査の評価結果及び課題は、内部監査室長から年１回以上取締役会及び監査役

会に対して直接報告されるとともに、内部監査を担当する役員を通じて取締役会及び監査役会に適宜報

告され、内部監査を担当する役員と監査役の間でも定期的に協議される。

③　当社グループの損失の危険の管理に関する規程、その他の体制

イ．取締役会は、業務執行部門ごとに担当執行役員を選定するとともに、組織規程、経理規程、その他事

業運営における損失の危険を排除、予防するために必要な社内規則を定める。また、当社グループへの

周知徹底を図るため、必要な研修、教育等を行う。

ロ．各担当執行役員は、業務執行部門の状況を適時に把握し、重要事項の報告義務に基づいて取締役会、

執行役員会等で報告を行う。取締役会は、各担当執行役員の報告によって業務執行における損失の危険

を把握し、これを適切に評価して損失の危険に対処する。

ハ．取締役会は、有事の際に迅速に対応するための情報伝達経路及び意思決定、対策の実施体制を定め

る。

ニ．内部監査を担当する役員は、子会社のコンプライアンスに関する規程の整備状況を把握し、子会社担

当役員と連携して、当該子会社への規程の整備、運用状況について助言や改善指導を行う。
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④　当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会は、株主総会議事録、取締役会議事録、その他法定文書を適法に作成、保管する体制及び情報

管理規程、文書規程等の社内規則を定め、法定文書に限らず、執行役員会議事録を含む重要な情報、文書

の適切な管理体制を構築する。これらの体制及び規程に基づき各担当取締役及び執行役員は、業務執行に

よって作成、保管される重要な情報、文書を適切に管理し、取締役、執行役員及び監査役がこれらの文書

等をその職務の遂行に必要な範囲で適時に閲覧できる状態を確保する。

⑤　取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．当社は、当社グループの中期経営計画、事業年度毎の全社方針等の経営目標を定め、適切に経営管理

を行う。

ロ．当社は、取締役会において定めた組織規程により権限及び責任を明確化し、効率的な組織管理を行

う。

ハ．当社は、取締役会に加えて執行役員会を原則毎月１回開催し、業務執行上の報告、議論、情報共有及

び意思決定を効率的に行う。また、必要に応じて臨時の取締役会及び執行役員会を開催し、迅速かつ適

切な議論及び意思決定を行う。

ニ．当社は、取締役（社外取締役を除く。）、執行役員及び部長職以上の従業員により構成され、常勤監

査役も出席する部長会を原則毎月１回開催し、会社方針を伝達する。また、各部門からの業務報告によ

って状況を把握し、社内の課題認識を共有する。

⑥　子会社の取締役及び従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

イ．当社は、各子会社について子会社担当役員を選定するとともに、原則として、１名以上の取締役又は

執行役員が各子会社の取締役を兼務し、１名以上の取締役、執行役員又は監査役が各子会社の監査役を

兼務する。

ロ．子会社の責任者は、当該子会社の子会社担当役員との間で事前協議を行った上で子会社の重要事項を

決定する。子会社担当役員は必要に応じて当社の取締役会、執行役員会等の審議を経ることにより、子

会社の業務執行が当社グループ全体として効率的かつ適正に行われることを確保する。

ハ．子会社の責任者は、当該子会社の子会社担当役員並びに当社の取締役又は執行役員を兼務する子会社

取締役及び当社の取締役、執行役員又は監査役を兼務する子会社監査役に対して、業務執行の状況を定

期的に報告する。

ニ．子会社の責任者は、当該子会社の子会社担当役員をはじめとする当社の取締役及び執行役員が出席す

る決算報告会において、決算及び事業内容を報告する。

⑦　監査役の職務を補助する使用人の設置並びに当該使用人の独立性及び監査役からの指示の実効性確保に

関する事項

イ．当社は、監査役会の円滑な運営のために従業員による監査役会事務局を設置する。監査役は、これと

は別に内容に応じて必要な能力を有する従業員を、監査役を補助すべき使用人として置くことを取締役

会に対して求めることができる。その場合には、当該従業員が所属する部門の担当執行役員は、当該監

査役と協議の上で監査役を補助する使用人を任命する。

ロ．監査役を補助する使用人を配置する場合、当該従業員の任命、異動等人事に関する事項の決定にあた

っては、人事担当執行役員は、事前に監査役の同意を得るものとし、取締役及び執行役員からの独立性

を確保する。また、監査役と人事担当執行役員の協議により当該従業員の指揮命令系統を定め、監査役

の指示の実効性を確保する。

⑧　当社グループの役職員から監査役への報告に関する体制並びに監査役への報告を行ったものが当該報告

をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

イ．当社グループの役職員は、法定の事項に加え、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす事項等を、

その所属する会社の監査役に速やかに報告する。また、当社グループの監査役は必要に応じて、いつで

も、監査役を務める会社の役職員に対して報告を求めることができる。当社グループの監査役は、報告

を受けた内容等に関して必要に応じて相互に情報共有又は協議を行う。

ロ．内部監査を担当する役員は、内部監査部門による内部監査の状況及びヘルプライン制度の運用状況

を、定期的に当社の監査役に報告する。

ハ．当社グループは、報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として解雇その他の不利な

取り扱いを行うことを禁止する。

⑨　監査役の職務執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査役の監査、調査等の職務に必要な費用を負担するため、毎年、監査役の年間の活動計画に

基づき、費用の予算措置を講じるとともに、予算を上回る費用が必要となった場合には、追加の費用を負

担する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役会は、監査の着眼点、業務の適否の判断基準等を監査基準として定め、監査の品質及び実効性

を確保する。

ロ．監査役は、取締役会に加えて、必要に応じて、執行役員会、部長会、その他業務執行の報告会に出席

し、適時適切に情報を把握する（但し、常勤監査役は、執行役員会及び部長会には原則毎回出席す

る。）。
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ハ．監査役は、代表取締役と適宜意見の交換等を行う。また、必要があれば、当社の費用で弁護士、公認

会計士等の専門家から意見、助言を受けることができる。

ニ．監査役は、内部監査部門から定期的に報告を受け、内部監査の状況を把握する。

⑪　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備の状況

イ．当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体との対決を貫徹する。

ロ．当社グループは、各事業所を管轄する警察の指導を受け、情報連携を図ることによって、次の事項を

役職員に対して徹底する。

1．総会屋及び暴力団等による一切の金品等の要求には応じない。

2．株主の権利の行使に関し、反社会的勢力はもとより何人に対しても財産上の利益を供与しない。

3．警察当局との緊密な連携のもと、当社グループから総会屋及び暴力団等の特殊暴力を排除する。

ハ．必要に応じて役職員が研修会に参加し、悪質な特殊暴力に備える。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

①　取締役及び執行役員による職務の執行

　当社は、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実

現を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は代表取締役の指揮命令のもとで業務を行

っております。また、執行役員会を設置し、当事業年度は12回開催いたしました。執行役員会では、中期

経営計画の進捗状況や業務執行状況の報告に加え、代表取締役が諮問した重要な投資案件、経営戦略・経

営計画をはじめとする経営の重要事項を審議し、代表取締役への報告・提言を行いました。

　取締役会では、取締役会専決事項の決議、業務執行状況の報告、経営課題に関するディスカッションを

通じた情報共有を行いました。当事業年度において取締役会は13回開催しました。

　社外取締役は、取締役会における報告・審議を通じて業務執行に関する状況を把握するとともに、取締

役会において適宜意見を述べ、適切に業務執行の監督を行いました。

　なお、ウェブ会議システムを活用することで取締役会、執行役員会ともに経営の重要事項について審議

するに相応の時間を確保することができました。

②　当社グループのリスク管理体制の運用状況

　　当社グループは、新製品開発、資産保全、コンプライアンス、情報管理、その他重要なリスクについ

て、リスク事象の発生可能性及び発生時の重大性を考慮した上で各部署の業務規則やマニュアル等のルー

ルを整備し、リスク管理が組み込まれた業務プロセスを運用することで損失の発生予防及び低減に努めて

おります。また、内部監査部門は各部署の業務プロセスが適正に運用されていることをモニタリングし、

その概要を部長会で報告しております。執行役員は、担当する部署のリスクへの対応状況を取締役会又は

執行役員会、その他適時に開催する重要な会議で報告し、会議による決定事項を業務執行に適切に反映し

ております。

③　当社グループのコンプライアンス体制の運用状況

　　当社は、当社グループのコンプライアンス体制が継続的に運用されるよう、「三菱鉛筆グループ企業行

動憲章」を定め、コンプライアンス研修等の機会に役職員への浸透を図っております。

　　また、通常の業務執行ラインによる情報伝達経路とは別に、社内外に三菱鉛筆グループヘルプライン窓

口を設置し、相談や通報を受け付ける仕組みを整えております。

　　ヘルプラインを通じた相談や通報の内容は、内部監査を担当する役員に報告し、適切に対応するととも

に、その概要を取締役会及び監査役会においても報告しております。

④　親会社による子会社の経営管理の概要

　子会社の責任者は、子会社の重要な業務執行の決定にあたり、事前に当社の子会社担当役員と協議して

おります。また、各子会社責任者は、それぞれ子会社担当役員及び子会社役員を兼務する当社取締役、執

行役員、監査役に対して、最低でも毎月１回、業務執行に関する報告を行いました。加えて、当社取締

役、子会社担当役員、当社監査役が出席する子会社の決算報告会を開催し、決算内容及び事業の実績の報

告を受けております。なお、当事業年度において、販売会社の決算報告会は１回、その他の子会社の決算

報告会は２回開催いたしました。

　また、子会社担当役員は、子会社の重要な情報を当社取締役会で報告し、当社取締役及び監査役は、子

会社の業務執行の状況を把握し、指示又は助言、報告の徴求等を適切に行いました。2024年３月に買収し

たC. Josef Lamy GmbHにつきましては、他の既存子会社と同等の経営管理体制を維持した上で、現地駐在

員を含む専属チームを設置し、経営管理の強化を図りました。

⑤　監査役の職務執行の概要

　　監査役は、監査役会において決議した監査方針及び監査計画に従って、重要な会議への出席、各種資料

の閲覧、子会社責任者を含む部門責任者からのヒアリング、各事業所や子会社の往査、その他の手段によ

り、リスク管理、コンプライアンス、資産保全等の視点で当社グループの業務執行状況を把握し、当社の

業務執行の監査を行いました。

　　各監査役は、監査役会において個々に把握した情報を報告し、監査役間の意見交換と情報共有を行いま

した。また、監査役と内部監査を担当する役員との意見交換及び情報共有を行いました。

　　なお、当事業年度において、監査役会は12回開催いたしました。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　　常勤監査役は会計監査人との間で会合を行うとともに、内部監査部門との連絡会を開催し、相互に課題

を共有しました。当事業年度において、常勤監査役と会計監査人との会合は６回、内部監査部門との連絡

会は12回開催いたしました。

(2) 会社の支配に関する基本方針

①　基本方針の内容

　　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が

企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必

要があると考えています。筆記具の本質的価値は、「書く、描く」ことによって、お客様一人ひとりが生

まれながらに持つ個性や才能を表現し、応援することにあると考えています。そして、当社の企業価値の

向上は、筆記具を世界中の人々に広く提供することに加え、そのような筆記具の本質的な提供価値を起点

とした新規事業を創出し育成することにより、その双方を結びつけ一体的な経営を行うことによって実現

されるものであると考えています。当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判

断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株式について大

規模買付行為がなされた場合、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するもの

であれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、その目

的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を

事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大規模買付行為の内容等について

検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供し

ないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要と

するもの等、大規模買付行為の対象となる会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少な

くありません。

　　当社株式の大規模買付行為を行う者は、当社グループの財務および事業内容を深く理解するのみなら

ず、当社の企業価値の源泉を十分に認識し、それを中長期的な視点で維持・向上させることが求められる

ところ、もし、かかる責務を果たせない場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が損なわれる恐れ

があります。当社は、そのように企業価値および株主共同の利益を損ねうる大規模買付行為を行う者を、

当社の財務および事業方針を決定する上で不適切と考えております。したがって、そのような者による大

規模買付行為に対しては、当社の企業価値および株主共同の利益を確保するために、必要かつ適切な対抗

措置を講じてまいります。

②　基本方針の実現に資する取り組み

　　当社は、基本方針の実現に資する取り組みとして以下の施策を実施しております。

　イ．中期経営計画策定

　　　当社は、2022年に創業150年を迎える2036年に向けた長期ビジョンとしてのありたい姿を「世界一

の表現革新カンパニー」と策定し、公表いたしました。この長期ビジョンの達成への足掛かりとする

と同時に企業価値の向上を図るための取り組みとして、３年毎の中期経営計画に基づき活動しており

ます。そして、前中期経営計画での進捗を踏まえた施策をさらに推し進め、企業変容とイノベーショ

ン創出を実現することを意図し、2025年１月より「uni Advance」を基本方針とした2027年までの中

期経営計画をスタートさせました。

　　　当社は、これからも企業価値を継続的に向上させていくためには、当社が考える企業価値の源泉に

対して真摯に向き合い、これらを磨き上げ、より深めることが必要であると考えております。そし

て、この中期経営計画に基づき競争力の更なる強化を実現することが、当社の企業価値を向上させ、

ひいては株主の方をはじめとした当社を取り巻くすべての方々にとっての利益を最大化することにつ

ながると考えております。

　ロ．コーポレート・ガバナンスの強化

　　　当社は、取締役の株主に対する責任を明確化するためにその任期を１年としております。さらに、

経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を図

るために、執行役員制度を導入しております。加えて、取締役会における社外取締役の比率を３分の

１以上とすることによって、経営に対する監督機能の強化に努めております。また、監査役につきま

しては、社外監査役２名を含む４名により監査役会を構成し、取締役の職務執行の監査を行っており

ます。当社は、このように、社外取締役と社外監査役による当社経営に対する監督・監視機能のさら

なる充実を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ってまいります。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取り組み

　　当社は、2025年３月27日開催の第150回定時株主総会において、従前の当社株式の大規模買付行為に関

する対応方針（買収への対応方針）を更新することについて、株主の皆様にご承認いただいております

（以下、更新後の当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を「本プラン」とい

います。）。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　　本プランは、本プランの適用対象となる買付け等が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするた

めに必要かつ十分な情報や時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等により、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、必要な手続を定めておりま

す。買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会又は当社株主総会において本プランを発動しな

い旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付けを行うことができるものとされ

ています。

　　買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付けが当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社

は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当

社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く

すべての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てる等の方法により対抗措置を実施いた

します。

　　当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当てその他法令及び当社定款において認められる対抗措

置の実施、不実施又は中止等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立

した社外取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしつつ、取締

役会においても慎重な判断を行うものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン

に従い新株予約権の無償割当てを実施する場合には、原則として、株主総会を開催し、新株予約権の無償

割当てその他法令及び当社定款において認められる対抗措置の実施に関する株主の皆様の意思を確認する

ことといたします。

　　なお、本プランの有効期間は、第150回定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。本プランの詳細については、当社のウェブサ

イトをご参照ください。

　　（https://www.mpuni.co.jp/news/images/news/20250213baishu.pdf）

④　具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　　当社の中期経営計画をはじめとする企業価値向上のための取り組みやコーポレート・ガバナンスの強化

といった各施策は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体

的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。従って、これらの各施策

は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものではありません。

　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための枠組みであり、同じく

基本方針に沿うものです。また、本プランは経済産業省が2023年８月31日に発表した「企業買収における

行動指針－企業価値の向上と株主利益の確保に向けて」の定める三原則をすべて充足していること、本プ

ランは、第150回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得た上で更新されたものであること、当社

の業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会が設置されており、本

プランの発動に際しては独立委員会による勧告を経ることが必要とされていること、本プランの内容とし

て発動に関する合理的かつ客観的な要件が設定されていること、有効期間が約３年間と定められた上、株

主総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされていること、さらに、当社取締役の任期は１年とさ

れていること等により、その公正性・客観性が担保されており、当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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その他会社の現況に関する重要な事項

製　品　別 売　上　高 構　成　比 主　要　製　品　名

百万円 ％

鉛 筆 2,740 5.4 鉛筆、色鉛筆

シ ャ ー プ 8,532 16.8 シャープペンシル、シャープ替芯

ボ ー ル ペ ン 23,327 45.9
ゲルインクボールペン、水性ボールペン、
油性ボールペン

サ イ ン ペ ン 10,320 20.3 水性サインペン、油性マーカー

そ の 他 67 0.1

筆 記 具 計 44,987 88.6

机 上 用 品 468 0.9 事務用品、学用品、ＯＡ用品

そ の 他 5,335 10.5 化粧品、カーボン製品、印章

筆記具周辺商品計 5,804 11.4

合 計 50,791 100.0

７．その他会社の現況に関する重要な事項

製品別売上高

当社の製品別売上高とその構成比は次のとおりであります。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年１月１日から

2025年12月31日まで)
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 4,497 3,964 104,604 △5,156 107,909

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,783 △2,783

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

6,235 6,235

自 己 株 式 の 取 得 △2,385 △2,385

自 己 株 式 の 処 分 19 28 47

自 己 株 式 の 消 却 △1,555 1,555 －

利 益 剰 余 金 か ら
資 本 剰 余 金 へ の 振 替

1,535 △1,535 －

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動

845 △44 801

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － 845 1,916 △846 1,915

当 期 末 残 高 4,497 4,809 106,521 △6,002 109,825

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計
その他有価証券評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

その他の包括利益累計
額 合 計

当 期 首 残 高 12,522 6,689 1,236 20,448 2,351 130,708

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,783

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

6,235

自 己 株 式 の 取 得 △2,385

自 己 株 式 の 処 分 47

自 己 株 式 の 消 却 －

利 益 剰 余 金 か ら
資 本 剰 余 金 へ の 振 替

－

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動

801

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 ( 純 額 )

3,933 3,329 988 8,252 △445 7,807

当 期 変 動 額 合 計 3,933 3,329 988 8,252 △445 9,723

当 期 末 残 高 16,456 10,019 2,225 28,701 1,906 140,432

連結株主資本等変動計算書

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

③ 非連結子会社について連結の範囲から除

いた理由

非連結子会社２社は、いずれも小規模であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類

に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外

しております。

市場価格のない株式等以外

のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

イ．有形固定資産

（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は定額法

ただし、当社及び国内連結子会社は、1998年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま

す。

なお、当社及び国内連結子会社の耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ロ．無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法

ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可

能期間（３年及び５年）に基づく定額法を採用しております。

連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴　連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数 48社

主要な連結子会社の名称 山形三菱鉛筆精工株式会社

三菱鉛筆東京販売株式会社

三菱鉛筆関西販売株式会社

ユニ工業株式会社

MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO., LTD.

uni-ball Corporation

C. Josef Lamy GmbH

　当連結会計年度において、UNI LINC INDIA PRIVATE LIMITEDを新たに設立したため、連結の範囲

に含めております。また、当連結会計年度において、上海申楷菱文具有限公司は清算が結了したた

め、連結の範囲から除外しております。

②　非連結子会社の数 ２社

主要な非連結子会社の名称 株式会社新菱

⑵　持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない非連結子会社（株式会社新菱他１社）は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しており

ます。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちUNI LINC INDIA PRIVATE LIMITEDの決算日は３月31日でありますが、連結決算

日に実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

⑷　会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

・満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

・その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ 時価法

ハ．棚卸資産 主として、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

ハ．リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。
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③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度

末要支給額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法

　イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって

おります。

　ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理して

おります。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して

おります。

　ハ．未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効

果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退

職給付に係る調整累計額に計上しております。

　ニ．小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算

に、退職給付に係る期末自己都合要支給額等を退職給付債務とする

方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、筆記具及び筆記具周辺商品、粘着テープ、手工芸品の製造及び販売を行っており

ます。これらの商品または製品の販売については、国内販売においては顧客に商品または製品を引き

渡した時点（出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で

ある場合には出荷時点）、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき

支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。また販売数量等によって支払われる対価が変

動するものについては変動部分の額を見積り、売上高から控除しております。

　約束された対価は、収益を認識してから通常短期のうちに支払いを受けており、対価の金額に重要

な金融要素は含まれておりません。

⑥　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社の資産、負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、外貨換算差額は、「純資産の部」の「その他の

包括利益累計額」の「為替換算調整勘定」並びに「非支配株主持分」に含めて計上しております。

⑦　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満た

している為替予約については振当処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　為替予約取引

ヘッジ対象　外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

ハ．ヘッジ方針 為替予約は、通常の取引の範囲内で、外貨建金銭債権債務等に係る

将来の為替レート変動リスクを回避する目的で包括的な為替予約取

引を行っております。為替予約取引は、通常の外貨建金銭取引に係

る輸出実績等を踏まえ、必要な範囲で実施しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引については、取引時に重要な条件の同一性を確認して

いるため、有効性の評価を省略しております。

⑧　のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、12年間の定額法により償却を行っております。
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⑴　有形固定資産の減価償却累計額 57,752百万円

受取手形 89百万円

支払手形 －

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 －

差引額 10,000

⑨　商標権の償却方法及び償却期間

商標権の償却については、20年間の定額法により償却を行っております。

２．会計方針の変更

⑴　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当連

結会計年度の期首から適用しております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。

３．重要な会計上の見積り

　会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しておりま

す。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度

の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。

のれん及び商標権の評価

⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　5,844百万円

商標権　5,580百万円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

のれん及び商標権は、連結子会社であるC. Josef Lamy GmbH 及びLamy Vermietungs GmbHの持分取得

に伴い生じたものであります。

のれん及び商標権を含む固定資産の評価にあたっては、減損の兆候の有無を検討し、減損の兆候を識

別した場合には、残存償却期間に対応する期間における割引前将来キャッシュ・フローを事業計画に基

づいて算定し、帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定しております。減損損失の認識が必要

と判定された場合、当該のれん及び商標権については、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として認識いたします。

当連結会計年度においては、商流の見直しを進めていること等により、当初の事業計画通りに業績が

達成されていないことから、のれんを含む資産グループに減損の兆候が認められます。減損損失の認識

につき、のれんを含む資産グループの帳簿価額と割引前将来キャッシュ・フローを比較し、割引前将来

キャッシュ・フローが帳簿価額を上回っていることから減損損失を計上しておりません。割引前将来キ

ャッシュ・フローはC. Josef Lamy GmbH 及びLamy Vermietungs GmbHの事業計画に将来の不確実性を考

慮したものを基礎として算定しており、注力市場における売上成長率及び売上規模の拡大を主要な仮定

としております。

当該見積りは、最善の見積りによって決定されていますが、将来キャッシュ・フローの見積りに重要

な影響が生じた場合には、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性がありま

す。

４．連結貸借対照表に関する注記

⑵　期末日満期手形

　当連結会計年度末日は銀行休業日でありましたが、期末日満期手形については満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。これにより期末残高から除かれている期末日満期手形は次のとおりで

あります。

⑶　貸出コミットメント契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社横浜銀行を主幹事とする計５行と貸出コミット

メント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は以下のとおりで

あります。

　なお、貸出コミットメント契約につきましては、以下の財務制限条項が付されており、以下の条項に

抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。

・各連結会計年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当

該決算期の直前の決算期末日の金額の75％以上に維持すること。
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借入実行残高 1,137百万円

借入実行残高 8,750百万円

普通株式 60,042,592株

⑵　当連結会計年度の末日における自己株式の数

普通株式 5,951,757株

①　配当金の総額 1,441百万円

②　１株当たり配当額 25.0円

③　基準日 2024年12月31日

④　効力発生日 2025年３月28日

①　配当金の総額 1,473百万円

②　１株当たり配当額 26.0円

③　基準日 2025年６月30日

④　効力発生日 2025年９月４日

⑷　タームローン契約（2017年９月契約）

　当社は、新社屋建設のため株式会社横浜銀行を主幹事とする計９社との間で、シンジケート方式によ

るタームローン契約を締結しております。この契約に基づく借入実行残高は以下のとおりであります。

　なお、シンジケート方式によるタームローン契約につきましては、以下の財務制限条項が付されてお

り、これらの条項の１つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負ってお

ります。

① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、

当該決算期の直前の決算期末日の金額または2016年12月期末の金額のいずれか大きい方の75％以上

に維持すること。

② 各連結会計年度末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき２期連続し

て損失を計上しないこと。

⑸　タームローン契約（2024年９月契約）

　当社は、C. Josef Lamy GmbH 及びLamy Vermietungs GmbHの持分取得に伴い株式会社横浜銀行を主幹

事とする計９社との間で、シンジケート方式によるタームローン契約を締結しております。この契約に

基づく借入実行残高は以下のとおりであります。

　なお、シンジケート方式によるタームローン契約につきましては、以下の財務制限条項が付されてお

り、これらの条項の一つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負ってお

ります。

① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、

当該決算期の直前の決算期末日の金額または2023年12月期末の金額のいずれか大きい方の75％以上

に維持すること。

② 各連結会計年度末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき２期連続し

て損失を計上しないこと。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の数

⑶　当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2025年３月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

2025年７月31日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
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①　配当金の総額 1,473百万円

②　配当の原資 利益剰余金

③　１株当たり配当額 26.0円

④　基準日 2025年12月31日

⑤　効力発生日 2026年３月27日

⑷　当連結会計年度末日以降に行う剰余金の配当に関する事項

2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案

しております。

普通株式の配当に関する事項

６．金融商品に関する注記

⑴　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、資金調達については銀行

等金融機関からの借入によっております。デリバティブ取引については、後述するリスクを軽減するた

めに、実需の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

　営業債権である受取手形及び売掛金に、顧客の信用リスクがあります。当該リスクに関しては、取引

先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する管理体制を

採っております。また、海外で事業を行うに際して生じる外貨建ての営業債権には、為替の変動リスク

が伴いますが、これをヘッジするために一部の外貨建ての売掛金について為替予約を利用しておりま

す。

　満期保有目的の債券は、JICA債（国際協力機構債券）であり、日本政府と同じ格付けを有しているた

め、信用リスクは僅少であります。

　その他投資有価証券のうち、株式及び債券には市場価格の変動リスクがありますが、主に業務上の関

係を有する企業の株式であり、時価を定期的に把握する管理体制を採っております。なお債券は、格付

けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

　営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、１年以内の支払期日であります。

　短期借入金は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社横浜銀行を主幹事とする計５行との間

でシンジケート方式によるコミットメントライン契約を基に借入を行っております。長期借入金は、新

社屋建設及びC. Josef Lamy GmbH 及びLamy Vermietungs GmbHの持分取得に伴い、株式会社横浜銀行を

主幹事とする計９社との間で、シンジケート方式によるタームローン契約を締結しており、借入期間は

10年、固定金利による借入を行っております。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした

為替予約取引であります。デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金融機関であるため、相手先の

契約不履行による信用リスクは、僅少であると判断しております。

　営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流

動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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連結貸借対照表
計上額 (*3)

時価 (*3) 差額

　投資有価証券
満期保有目的の債券 100 96 △3
その他有価証券 30,042 30,042 －

長期借入金
（1年以内返済予定の長期借入金含む）

(14,887) (14,832) 54

　デリバティブ取引(*4) △204 △204 －

区　分 連結貸借対照表計上額
　非上場株式 588
　投資事業有限責任組合への出資 1,293

合　計 1,882

⑵　金融商品の時価等に関する事項

　2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりで

あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

（*1）「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金、」及び「未払金」

については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである

ことから、記載を省略しております。

（*2）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対

照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

（*3）負債に計上されているものについては、（　）で表示しております。

（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については、（　）で表示しております。

（注）時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。

レベル１ の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２ の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価

レベル３ の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま

す。

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル１の時価に分類しております。社債及び国債・地方債等については、取引所の価格又は取

引金融機関から提示された価格によっておりますため、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　取引先金融機関から提示された価格等を基に時価を算定しておりますため、レベル２の時価に分類し

ております。

長期借入金（１年以内返済予定の長期借入金含む）

　長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信

用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているものと考えられるた

め、当該帳簿価額によっております。

　固定金利によるものは、元金利の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しております。これらはレベル２の時価に分類しております。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末の
時価当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

6,145 △99 6,045 7,705

報告セグメント

筆記具及び筆記具周辺商品事業 その他の事業

（注）
合計

筆記具 筆記具周辺商品

日本 28,408 7,528 2,458 38,396

米国 12,599 64 － 12,663

欧州 17,071 112 － 17,184

アジア 15,845 120 － 15,965

その他 5,527 77 － 5,604

顧客との契約から生じる収益 79,452 7,903 2,458 89,814

外部顧客への売上 79,452 7,903 2,458 89,814

１株当たり純資産額 2,560.99円

１株当たり当期純利益 114.27円

７．賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含

む）を有しております。2024年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は57百万円（賃貸収

益は営業外収益に、賃貸費用は販売費及び一般管理費、営業外費用に計上）であります。2025年12月期

における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は146百万円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は販売

費及び一般管理費、営業外費用に計上）であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は次のとおりであ

ります。
（単位：百万円）

(注１)連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり

ます。

(注２)当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額を記

載しております。

８．収益認識に関する注記

⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）報告セグメントの「その他の事業」は、主に粘着テープの製造・販売、手工芸品の販売を含んでお

ります。

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類作成のための

基本となる重要な事項に関する注記　⑷会計方針に関する事項　⑤重要な収益及び費用の計上基準」に

記載のとおりであります。

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①　契約資産及び契約負債の残高等

該当事項はありません。

②　残存履行義務に配分した取引価格

当社グループの残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年

を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありませ

ん。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11．その他注記

該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己

株 式

株 主

資本合計
資 本

準 備 金

そ の 他

資 本

剰 余 金

資 本

剰 余 金

合 計

利 益

準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益

剰 余 金

合 計

固定資産

圧 縮

積 立 金

別　途

積立金

繰 越 利
益 剰 余

金

当 期 首 残 高 4,497 3,582 - 3,582 824 2,924 44,585 29,913 78,247 △4,416 81,911

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △2,915 △2,915 △2,915

当 期 純 利 益 8,117 8,117 8,117

固定資産圧縮
積立金の取崩

△83 83 － －

自己株式の取得 △2,385 △2,385

自己株式の処分 19 19 28 47

自己株式の消却 △1,555 △1,555 1,555 －

利 益 剰 余 金 か ら

資本剰余金への振替
1,535 1,535 △1,535 △1,535 －

株主資本以外の項目の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当期変動額合計 － － － - － △83 － 3,750 3,666 △802 2,864

当 期 末 残 高 4,497 3,582 － 3,582 824 2,840 44,585 33,663 81,913 △5,218 84,775

評価・換算差額等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 12,521 12,521 94,432

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △2,915

当 期 純 利 益 8,117

固 定 資 産 圧 縮

積 立 金 の 取 崩
－

自己株式の取得 △2,385

自己株式の処分 47

自己株式の消却 －

利 益 剰 余 金 か ら

資 本 剰 余 金 へ の 振 替
－

株主資本以外の項目の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )
3,933 3,933 3,933

当期変動額合計 3,933 3,933 6,798

当 期 末 残 高 16,454 16,454 101,230

株主資本等変動計算書

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 21 －



2026/02/18 14:09:57 / 25283035_三菱鉛筆株式会社_招集通知

個別注記表

・子会社株式及び関連会社株

式

移動平均法による原価法

　市場価格のない株式等以外

のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

商品及び製品・

仕掛品・原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

①　有形固定資産 定率法

　　（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい

ては定額法を採用しております。なお、主な耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

②　無形固定資産

　　（リース資産を除く）

定額法

ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能

期間（３年及び５年）に基づく定額法を採用しております。

個別注記表

　１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

・満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

・その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②　デリバティブ  時価法

③　棚卸資産

⑵　固定資産の減価償却の方法

③　リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

⑶　引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

③　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上しております。過去勤務費用は、

その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。

⑷　重要な収益及び費用の計上基準

　当社は、筆記具及び筆記具周辺商品の製造及び販売を行っております。これらの商品または製品の

販売については、国内販売においては顧客に商品または製品を引き渡した時点（出荷時から当該商品

または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には出荷時点）、輸出販

売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき支配が顧客に移転した時点で収益

を認識しております。また販売数量等によって支払われる対価が変動するものについては変動部分の

額を見積り、売上高から控除しております。

　約束された対価は、収益を認識してから通常短期のうちに支払いを受けており、対価の金額に重要

な金融要素は含まれておりません。

　なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供

する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識してお

ります。
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個別注記表

⑴　棚卸資産の内訳

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

5,588百万円

1,539

3,254

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 35,961百万円

⑸　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

⑹　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たし

ている為替予約については振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　　為替予約取引

ヘッジ対象　　外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

③　ヘッジ方針 為替予約は、通常の取引の範囲内で、外貨建金銭債権債務等に係る将

来の為替レート変動リスクを回避する目的で包括的な為替予約取引を

行っております。為替予約取引は、通常の外貨建金銭取引に係る輸出

実績等を踏まえ、必要な範囲で実施しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引については、取引時に重要な条件の同一性を確認してい

るため、有効性の評価を省略しております。

⑺　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理は、連結計算書類における会計処理の方法と異な

っております。

　２．会計方針の変更

⑴　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事

業年度の期首から適用しております。なお、計算書類に与える影響はありません。

　３．重要な会計上の見積り

関係会社株式の評価

⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

貸借対照表に計上した関係会社株式27,426百万円には、C. Josef Lamy GmbH 及びLamy Vermietungs 

GmbHの持分取得22,614百万円が含まれています。

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

市場価格のない関係会社株式は取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の発行

会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏

付けられる場合を除いて、帳簿価額を実質価額まで減額し、当該減少額は当期の損失として処理するこ

ととしております。

C. Josef Lamy GmbH 及びLamy Vermietungs GmbHの持分は超過収益力を反映した価額で取得しており

ます。株式の実質価額については、同社の事業計画を基礎とし、連結計算書類「連結注記表３.重要な

会計上の見積り」に記載の項目を主要な仮定としております。実質価額の著しい低下による評価損の認

識の要否を判定した結果、同社株式の実質価額が著しく低下していないと判断したことから評価損の計

上を行っておりません。

当該見積りは、最善の見積りによって決定されていますが、将来キャッシュ・フローの見積りに重要

な影響が生じた場合には、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

　４．貸借対照表に関する注記
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個別注記表

被 保 証 者 債務残高 保 証 債 務 の 内 容

u n i - b a l l  C o r p o r a t i o n 43 金融機関からの借入等に対する債務保証額

そ の 他 0 そ の 他

合 計 43

　短期金銭債権 14,023百万円

　長期金銭債権 1,565

　短期金銭債務 2,624

　受取手形 19百万円

　貸出コミットメントの総額 10,000百万円

　借入実行残高 －

　差引額 10,000

借入実行残高 1,137百万円

⑶　債務保証
（単位：百万円）

⑷　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

⑸　期末日満期手形

当事業年度末日は銀行休業日でありましたが、期末日満期手形については満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。これにより期末残高から除かれている期末日満期手形は次のとおりであ

ります。

⑹　貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社横浜銀行を主幹事とする計５行と貸出コミット

メント契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入実行残高は以下のとおりであ

ります。

なお、貸出コミットメント契約につきましては、以下の財務制限条項が付されており、以下の条項に

抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。

・各事業年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該

決算期の直前の決算期末日の金額の75％以上に維持すること。

⑺　タームローン契約（2017年９月契約）

当社は、新社屋建設のため株式会社横浜銀行を主幹事とする計９社との間で、シンジケート方式によ

るタームローン契約を締結しております。この契約に基づく借入実行残高は以下のとおりでありま

す。

なお、シンジケート方式によるタームローン契約につきましては、以下の財務制限条項が付されてお

り、これらの条項の１つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負って

おります。

① 各事業年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当

該決算期の直前の決算期末日の金額または2016年12月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上

に維持すること。

② 各事業年度末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき２期連続して

損失を計上しないこと。
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借入実行残高 8,750百万円

営業取引による取引高

　売上高 40,021百万円

　仕入高 12,898

営業取引以外の取引による取引高 4,998

普通株式 3,355,757株

退職給付引当金 944百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 26

長期未払金 139

賞与引当金 86

棚卸資産評価損否認 60

減損損失 48

その他 417

繰延税金資産　小計 1,723

評価性引当額 △119

繰延税金資産　合計 1,604

その他有価証券評価差額金 △7,526百万円

前払年金費用 △667

固定資産圧縮積立金 △1,306

繰延税金負債　合計 △9,500

繰延税金資産（負債）の純額 △7,896百万円

⑻　タームローン契約（2024年９月契約）

当社は、C. Josef Lamy GmbH 及びLamy Vermietungs GmbHの持分取得に伴い株式会社横浜銀行を主幹

事とする計９社との間で、シンジケート方式によるタームローン契約を締結しております。この契約

に基づく借入実行残高は以下のとおりであります。

なお、シンジケート方式によるタームローン契約につきましては、以下の財務制限条項が付されてお

り、これらの条項の一つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負って

おります。

① 各事業年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当

該決算期の直前の決算期末日の金額または2023年12月期末の金額のいずれか大きい方の75％以上

に維持すること。

② 各事業年度末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき２期連続して

損失を計上しないこと。

　５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

　６．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数

　７．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

法人税等の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこと

に伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりま

した。

　これに伴い、2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産

及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

　この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が209百万

円、法人税等調整額が25百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金は183百万円減少しておりま

す。
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種
類

会社等の名称
資本金
又は

出資金

事業の
内容又
は職業

議決権
等の所
有割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

科目
期末
残高

子
会
社

山形三菱鉛筆

精工株式会社
20 製造業

 所有
直接100%

当社仕様製
品の製造
役員の兼任

※１
原材料の有償
支給及び当社
仕様
製品の製造

3,209
未収入金

買掛金

685

626

子
会
社

三菱鉛筆東京

販売株式会社
18 卸売業

 所有
　直接66.3%
　間接33.7%

当社製品の
卸売販売
役員の兼任

※２
当社製品の
販売

7,865 売掛金 1,555

子
会
社

三菱鉛筆関西

販売株式会社
15 卸売業

 所有
　直接50%
　間接50%

当社製品の
卸売販売
役員の兼任

※２
当社製品の
販売

3,783 売掛金 612

子
会
社

三菱鉛筆中部

販売株式会社
10 卸売業

 所有
　直接100%

当社製品の
卸売販売
役員の兼任

※２
当社製品の
販売

4,011 売掛金 1,132

子
会
社

三菱鉛筆九州

販売株式会社
20 卸売業

 所有
　直接66.7%
　間接33.3%

当社製品の
卸売販売
役員の兼任

※２
当社製品の
販売

2,296 売掛金 460

子
会
社

M I T S U B I S H I 

P E N C I L

E U R O P E  S A S

千ユーロ
4,000

卸売業
 所有
　直接100％

当社製品の
卸売販売
役員の兼任

※２
当社製品の
販売

2,204 売掛金 1,597

子
会
社

uni Mitsubishi 

Pencil North 

America,Inc.

千米ドル
3,000

持株
会社

 所有
　直接100％

資金の援助
役員の兼任

※３
資金の貸付
※３
利息の受取

－

66

長期貸付金

その他流動資産

1,565

32

子
会
社

u n i - b a l l

C o r p o r a t i o n

千米ドル
2,999

卸売業
 所有
　間接100％

当社製品の
卸売販売
役員の兼任

※２
当社製品の
販売

6,086 売掛金 4,432

１株当たり純資産額 1,785.78円

１株当たり当期純利益 142.45円

　８．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

取引条件及び取引条件の決定方針等

※１.有償支給及び製品購入については、原価及び市場価格を勘案のうえ価格を決定し、損益計算書上純

額で計上しております。

※２.原価及び市場価格を勘案のうえ価格を決定しております。

※３.資金の貸付については、市場金利等を勘案した利率にて行われております。

　９．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表　８．収

益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

　10．１株当たり情報に関する注記

　11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

　12．連結配当規制適用会社に関する注記

当社は連結配当規制の適用会社であります。

　13．その他の注記

該当事項はありません。
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